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告         示 

 

兵庫県告示第424号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第５条第１項の規定により許可申請があった特定施設

の設置の概要は、次のとおりである。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事

項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  令和３年４月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 申請の概要 

 (1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに代表者又は代理人の氏名 

   三菱パワー株式会社高砂工場 

   高砂市荒井町新浜２丁目１番１号 

   常務執行役員高砂工場長 東 澤 隆 司 

 (2) 工場又は事業場の名称及び所在地 

   三菱パワー株式会社高砂工場 

   高砂市荒井町新浜２丁目１番１号 

 (3) 特定施設に関する事項 

種        類 
63号ホ 廃ガス洗浄施設

（No.１、No.２） 

65号 酸又はアルカリによ

る表面処理施設（No.１～

No.４） 

能        力 83ｍ3／分・基 12本／日・基 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後 同 左 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後３箇月 同 左 
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使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後 同 左 

使用時間の間隔及び１日当たりの使用時間 24時間連続 同 左 

使 用 時 間 の 季 節 的 変 動 の 概 要 な し 同 左 

使用時にお

いて当該特

定施設から

排出される

汚水等の汚

染状態の通

常の値及び

最大の値 

区    分 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 素 イ オ ン 濃 度 

（ 水 素 指 数 ） 
３～７ ３～７ １～４ １～４ 

生物化学的酸素要求量 

（単位  mg／Ｌ） 
― ― ― ― 

化 学 的 酸 素 要 求 量 

（単位  mg／Ｌ） 
10 15 100 150 

浮 遊 物 質 量 

（単位  mg／Ｌ） 
10 20 100 200 

窒 素 含 有 量 

（単位  mg／Ｌ） 
4,000 4,500 40,000 45,000 

燐
りん

含 有 量 

（単位  mg／Ｌ） 
― ― ― ― 

ク ロ ム 含 有 量 

（単位  mg／Ｌ） 
― ― 350 450 

六 価 ク ロ ム 化 合 物 

（単位  mg／Ｌ） 
― ― ― ― 

アンモニア、アンモニウム化合物、 

亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

（単位  mg／Ｌ） 

4,000 4,500 40,000 45,000 

使用時において当該特定施設から排出

される汚水等の量（単位 ｍ3／日） 
0／基 0.25／基 0.2／基 0.2／基 

備考 汚水等は外部委託処理するため、排出水の汚染状態及び量並びに汚濁負荷量に増減はない。 

２ 縦覧の期間及び場所 

 (1) 期間 令和３年４月２日から同月23日まで 

 (2) 場所 兵庫県農政環境部環境管理局水大気課及び高砂市生活環境部環境政策課 

 

兵庫県告示第425号 

 瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号）第５条第１項の規定により許可申請があった特定施設

の設置の概要は、次のとおりである。 

 なお、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事

項を記載した書面を次のとおり縦覧に供する。 

  令和３年４月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 申請の概要 

 (1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに代表者又は代理人の氏名 

   三菱重工業株式会社高砂製作所 
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   高砂市荒井町新浜２丁目１番１号 

   高砂製作所長 東 澤 隆 司 

 (2) 工場又は事業場の名称及び所在地 

   三菱重工業株式会社高砂製作所 

   高砂市荒井町新浜２丁目１番１号 

 (3) 特定施設に関する事項 

種        類 
65号 酸又はアルカリの表面

処理施設 
71号の２イ 洗浄施設 

能        力 15本／日 15ｍ3／分 

工 事 着 手 予 定 年 月 日 許可後 同 左 

工 事 完 成 予 定 年 月 日 着手後１箇月 同 左 

使 用 開 始 予 定 年 月 日 完成後 同 左 

使用時間の間隔及び１日当たりの使用時間 ８時30分～17時30分 ８時間 同 左 

使 用 時 間 の 季 節 的 変 動 の 概 要 な し 同 左 

使用時にお

いて当該特

定施設から

排出される

汚水等の汚

染状態の通

常の値及び

最大の値 

区    分 通 常 最 大 通 常 最 大 

水 素 イ オ ン 濃 度 

（ 水 素 指 数 ） 
0.5～３ 0.5～３ ４～９ ４～９ 

生物化学的酸素要求量 

（単位  mg／Ｌ） 
― ― ― ― 

化 学 的 酸 素 要 求 量 

（単位  mg／Ｌ） 
10 5,000 10 20 

浮 遊 物 質 量 

（単位  mg／Ｌ） 
10 5,000 10 20 

窒 素 含 有 量 

（単位  mg／Ｌ） 
― ― ― ― 

燐
りん

含 有 量 

（単位  mg／Ｌ） 
― ― ― ― 

使用時において当該特定施設から排出

される汚水等の量（単位 ｍ3／日） 
0.15 0.15 0 0.25 

備考 汚水等は外部委託処理するため、排出水の汚染状態及び量並びに汚濁負荷量に増減はない。 

２ 縦覧の期間及び場所 

 (1) 期間 令和３年４月２日から同月23日まで 

 (2) 場所 兵庫県農政環境部環境管理局水大気課及び高砂市生活環境部環境政策課 

 

兵庫県告示第426号 

宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第66条第１項第３号の規定により、次のとおり処分した旨中播磨

県民センター長から報告があった。 

令和３年４月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 被処分者 

 商号又は名称  姫路リビングパートナーズ株式会社 

 代表者氏名  平 野 聖 也 
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 事務所所在地  姫路市元町107―３  

 免 許 番 号  兵庫県知事（1）第451472号 

  免許年月日  平成28年４月21日 

２ 処分の内容  

  免許の取消し 
 

公 告 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  令和３年４月２日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  加東市北野字南垣内83番２、83番３の一部、83番４、83番５、84番１、84番２、83番２地先里道、84番１ 

地先水路 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

 三木市平田120番地の１ 

株式会社秋山住研 代表取締役 秋 山 為 之 

３ 許可年月日及び許可番号 

 令和２年12月１日 

兵庫県指令北播（加土）（建）第１－16号（２加東） 
 

選挙管理委員会告示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第23号 

公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定により、市町の選挙管理委員会が指定する

個人演説会、政党演説会及び政党等演説会を開催することができる施設について、指定した旨の報告があった

ので、平成７年兵庫県選挙管理委員会告示第73号（市町の選挙管理委員会が指定する個人演説会、政党演説会

及び政党等演説会を開催することができる施設の指定）の一部を次のように改正する。 

令和３年４月２日 

兵庫県選挙管理委員会○○○ 

委員長○石 堂 則 本 

 表香美町の項中 

「 

 
香美町農業者健康管理施設「おじろドー

ム」 

香美町小代区実山65 

」 

を 

「 

 
香美町農業者健康管理施設「おじろドー

ム」 

香美町小代区実山65 

 下浜区公会堂 香美町香住区下浜286―１ 

」 

に改める。 
 

教 育 委 員 会 告 示 

 

兵庫県教育委員会告示第５号 

学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第36条第１項の規定により、次の指定技能教育施設の指定を解除
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した。 

令和３年４月２日 

兵庫県教育委員会       

教育長 西 上 三 鶴  

１ 指定技能教育施設の名称等 

学校法人英数学館 英数学館加古川校（加古川市加古川町本町186番地の４） 

２ 連携措置に係る科目 

  電子商取引、情報処理 

 

兵庫県教育委員会告示第６号 

学校教育法施行令（昭和28年政令第340号）第36条第１項の規定により、次の指定技能教育施設の指定を解除

した。 

令和３年４月２日 

兵庫県教育委員会    

教育長 西 上 三 鶴  

１ 指定技能教育施設の名称等 

ＫＴＣおおぞら高等学院 神戸キャンパス（神戸市中央区北野町２丁目６番５号 北野町ＡＮＤＡＮＴＩ 

ＮＯ） 

２ 連携措置に係る科目 

  ビジネス基礎、マーケティング、ビジネス実務 
 

警 察 本 部 公 告 

 

落札者等の公示 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達の落札者等について、次のとおり公示する。 

令和３年４月２日 

契約担当者              

兵庫県警察本部長 吉 岡 健一郎  

１ 落札に係る物品等又は役務の名称 

マイクロソフト社警察向け包括ＥＳＡライセンスの納入 

２ 契約に関する事務を担当する課の名称及び所在地 

兵庫県警察本部会計課 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和３年３月１日 

４ 落札者の名称及び住所 

株式会社大塚商会神戸支店 神戸市中央区磯上通８―３―５ 

５ 落札金額 

125,998,048円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札公告をした日 

  令和３年１月19日 

 

 


